
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　玄関の開口部を有して外壁の一部を構成する壁体と、上記玄関内の土間を構成する床体
と、上記壁体の開口部の内面の少なくとも下部を被うように設けられた第一の防水シート
と、上記玄関内の床体の上面を被うように設けられた第二の防水シートとを具備してなり
、
　
　

　

　 第一の防水シートと第二の防水シートとのうちの少なくとも一方の防水シートが他
方の防水シート側に延出して設けられることにより、第一の防水シートの一部と第二の防
水シートの一部とが重ねて配置され、これら第一の防水シートと第二の防水シートとが、
互いに重ねて配置された部分で溶着されていることを特徴とする玄関の防水構造。
【請求項２】
　上記玄関が下階に階を有する階に設けられていることを特徴とする請求項１記載の玄関
の防水構造。
【請求項３】
　上記玄関内の床体の上面を被うように設けられた第二の防水シート上に、玄関内の土間
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上記壁体は予め工場において製造されるものであり、
上記開口部の内面の下部に予め上記第一の防水シートとドア枠とが設けられた上記壁体

が前記床体に当接されており、
上記第一の防水シートは上記壁体の正面側に回り込んで、上記開口部の下部の正面側の

周囲を被った状態で貼設されており、
上記



となる床面を構成する床材が配置され、かつ、上記第二の防水シートと上記床材とが着脱
自在に接合されていることを特徴とする請求項 記載の玄関の防水構造。
【請求項４】
　上記請求項 記載の玄関の防水構造を用いた玄関の施工方法であって、
　
　

　 上記第一の防水シートの貼設とは別に、上記玄関内において、上記床体の上面に
上記第二の防水シートを貼設し、
　次に、上記第一の防水シートとドア枠とが設けられた上記壁体を、前記床体に当接し、
　次に 第一の防水シートと第二の防水シートとを溶着することを特徴とする玄関の
施工方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、住宅の玄関、特に、二世帯住宅やアパート等における二階以上の階における玄
関の防水構造及び玄関の施工方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、アパートや二世帯住宅等においては、二階もしくはそれ以上の階に玄関が設けら
れる場合がある。
また、通常の住宅においても、一階部分の間取りや周辺の地盤の高低差などにより、二階
部分に玄関を設ける場合がある。また、地下室の上部階においても二階部分の玄関と同様
の納まりが発生する場合がある。
【０００３】
そして、日本の住宅においては、玄関で靴を脱ぐことから、玄関の内側には、土間が必要
となり、土間で靴を脱いで、上がり框に上がることになる。
従って、二階部分に玄関を設けた場合には、玄関の屋内側に二階の床よりも一段低くなっ
た土間となる玄関の床を形成することになる。
【０００４】
また、玄関内の土間部分は、濡れた靴等により水が侵入する可能性が高いとともに、泥汚
れ等を水で洗い流したりする可能性があるが、一階部分に設けられた通常の玄関内の土間
においては、その下が基本的に地盤であり、特に防水性を考慮する必要がなかった。
しかし、二階部分の玄関内の土間となる床においては、下に一階部分の構造物があるので
、防水性を確保する必要がある。また、一階に設けられた玄関においても、下に地下室等
がある場合には、防水性を確保する必要がある。
このような場合には、玄関内の土間となる床体と土間の床面となる床材との間に例えば、
防水シートにより防水層を形成する必要がある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、玄関の基本的構造は、玄関の開口部を有して外壁の一部を構成する壁体と、玄
関内の土間となる床を構成する床体とからなることになり、上述のように防水層を形成す
る場合には、上記床体の上面だけではなく、上記壁体の開口部の内面の下部側においても
防水層を形成する必要がある。
【０００６】
この場合に、上記壁体側における防水層の形成は、基本的に壁体の外装の工事として行わ
れることになり、上記玄関内の床体側における防水層の形成は基本的に防水専門業者の工
事として行われることになる。
そして、外装の工事と防水専門業者の工事とは、それぞれ個別に行われることになるので
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１または２

１に
上記壁体を予め工場において製造しておき、
この壁体の上記開口部の内面の少なくとも下部側に上記第一の防水シートを上記壁体の

正面側に回り込んで、上記開口部の下部の正面側の周囲を被った状態で貼設しておくとと
もに、ドア枠を設けておき、

一方、

、前記



、上記壁体側に防水層を形成する施工が開始可能となる日時と、上記床体側に防水層を形
成する施工が開始可能となる日時とがずれる可能性がある。
【０００７】
また、壁体側においては、防水層を形成した後に、開口部にドアサッシのドア枠を取り付
ける施工を行う必要があり、床体側においては、防水層を形成した後に床材を取り付ける
必要がある。
しかし、高い防水性を確保する上では、上記壁体側と上記床体側とに跨って防水層が形成
されている方が好ましいので、そのように施工しようとした場合には、上記壁体と床体と
において、一方の防水層の施工が可能となった後に、他方の防水層の施工が可能となるま
で、一方の施工を中断する必要があり、作業効率が低下するといった問題があった。
【０００８】
また、壁や床や屋根等を予め工場で製造された壁パネル、床パネル、屋根パネルを用いて
施工するパネル工法を用いた住宅においては、予め、壁パネルを製造するに際し、外装工
事の少なくとも一部を工場で行うことにより、建築現場での作業の作業効率の向上、省力
化、施工期間の短縮が図られている。
そして、上述のような玄関の壁体においても、壁体を工場で製造される壁パネルとすると
ともに、工場において、開口部の内面の下部側に防水層を形成したり、ドアサッシを取り
付けたりすることが考えられるが、このようにした場合には、上記壁体側と上記床体側と
に跨って防水層を形成して玄関内の防水性を高めることが困難である。
【０００９】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、上記玄関の開口部を有する壁体と玄関
内の床体とからなる玄関を構築する場合に、高い防水性を確保するとともに作業効率を向
上することが可能な玄関の防水構造及び玄関の施工方法を提供することを目的とするもの
である。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明の請求項１記載の玄関の防水構造は、図１に示すように、玄関の開口部１を有し
て外壁の一部を構成する壁体２と、上記玄関内の土間を構成する床体１０と、上記壁体２
の開口部１の内面の少なくとも下部を被うように設けられた第一の防水シート（止水プレ
ート３）と、上記玄関内の床体１０の上面を被うように設けられた第二の防水シート１１
とを具備してなり、
　
上記開口部１の内面の下部に予め上記第一の防水シート３とドア枠４とが設けられた上記
壁体２が前記床体１０に当接されており、
　

　 第一の防水シート３と第二の防水シート１１とのうちの少なくとも一方の防水シー
ト３、１１が他方の防水シート３、１１側に延出して設けられることにより、第一の防水
シート３の一部と第二の防水シート１１の一部とが重ねて配置され、これら第一の防水シ
ート３と第二の防水シート１１とが、互いに重ねて配置された部分で溶着されていること
を上記課題の解決手段とした。
【００１１】
上記構成によれば、例えば、上記壁体２における施工の方が先に行われる場合には、まず
、壁体２の開口部１の内面の下側に第一の防水シート３を貼設する。そして、この際に、
第一の防水シート３は、床体１０側に延出可能な形状と大きさを有するものとする。そし
て、第一の防水シート３を壁体２に貼設する際に、第一の防水シート３の床体１０側に延
出する部分をそのまま壁体２の開口部１から玄関内にはみ出した状態にしておく。
【００１２】
次に、壁体２側においては、ドアサッシのドア枠４の取り付けや、外装仕上げ材の取り付
け等の作業を行う。
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上記壁体２は予め工場において製造されるものであり、

上記第一の防水シートは上記壁体１０の正面側に回り込んで、上記開口部１の下部の正
面側の周囲を被った状態で貼設されており、

上記



一方、床体１０側においては、床体１０上に第二の防水シート１１を貼設することにより
、防水層を形成することになるが、この際には、既に、第一の防水シート３が壁体２側か
ら延出した状態となっているので、この第一の防水シート３の延出部分を、例えば、上側
に持ち上げた状態で、床体１０に第二の防水シート１１を貼設する。
【００１３】
そして、第二の防水シート１１を貼設した後に、第一の防水シート３の延出部分を下げて
、床体１０上において、第一の防水シート３の一部と第二の防水シート１１の一部が重な
った状態とする。
そして、第一の防水シート３と第二の防水シート１１が重なった部分を加熱することによ
り、第一の防水シート３と第二の防水シート１１とを溶着する。
【００１４】
上述のように施工することで、壁体２側の工事が床体１０側の工事より先に施工されるも
のとしても、床体１０側の工事が壁体２側の工事に追い付くまで壁体２側の工事を中断す
る必要がなく、また、壁体２側から床体１０側に延出する第一の防水シート３が壁体２側
と床体１０側とに跨って配置され、かつ、第一の防水シート３と第二の防水シート１１が
溶着されるので、壁体２と床体１０とに跨る一体の防水層が形成されることになる。
【００１５】
　すなわち、作業効率を低下させることなく、壁体２と床体１０とに跨る一体の防水層を
形成することができる。また、床体１０側の工事が先に施工される場合には、床体１０に
貼設される第二の防水シート１１が壁体２側に延出されるようにすることで、同様に対応
することができる。
　

【００１６】
なお、上記第一及び第二の防水シート３、１１は、各種合成樹脂やゴム等で構成され、か
つ、防水性と、耐久性とを有し、重ねた状態で加熱することにより溶着可能なものならば
良い。
また、上記壁体２は、玄関の開口部１を有する壁体２ならばどのような構成を有していて
も良く、上記床体１０は、玄関内の土間の床を形成するためのものであればどのような構
成を有していても良い。
【００１７】
本発明の請求項２記載の玄関の防水構造は、上記玄関が下階に階を有する階に設けられて
いることを上記課題の解決手段とした。
上記構成によれば、下階に階を有する階、例えば、二階に設けられた玄関内の土間におい
て、確実に防水性を確保することができるので、例えば、二階の玄関内の土間に水を流し
て、玄関内の土間を清掃するようなことが可能となる。
なお、下階に階を有する階とは、基本的には二階以上の階であるが、地下階がある場合に
は、一階も含まれるものであり、さらに、地下が複数階となっていれば、地下階も含まれ
るものである。
【００１９】
　本発明の請求項 記載の玄関の防水構造は、上記玄関内の床体１０の上面を被うように
設けられた第二の防水シート１１上に、玄関内の土間となる床面を構成する床材（テラス
ボード１４）が配置され、かつ、上記第二の防水シート１１と上記床材１４とが着脱自在
に接合されていることを上記課題の解決手段とした。上記構成によれば、例えば、玄関内
の土間となる床において、重量物を落としたりすることにより、床材１４が傷ついた場合
に容易に防水シート１１に着脱自在に接合された床材１４を取り外して、新しい床材１４
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また、上述のパネル工法による住宅において、壁体２側を壁パネルとして予め工場で製
造する際などに、壁体２側に予め防水シート３を取り付けた状態としても、上述のように
高い防水性能を確保することができるので、高い防水性能を確保した状態で玄関の現場施
工の効率化、省力化、期間の短縮を図ることができる。なお、壁体２は、例えば、工場等
において複数の壁パネルを連結することにより、一つの連結パネルとされたものでも良い
。

３



と交換することができる。
【００２０】
また、床体１０上の第二の防水シート１１が耐用年数を超える使用により劣化した場合や
、上述のように床い重量物を落としたりした衝撃により破損したような場合に、床材１４
を取り外して、容易に第二の防水シート１１の交換や補修を行うことができる。
なお、床体１０と防水シート１１とを着脱自在とするに際しては、防水シート１１と床体
１０とにそれぞれ係合部材を設けて、これら係合部材同士を係合するものとすれば良い。
そして、こられ係合部材としては、例えば、面ファスナーを用いることができる。
【００２１】
　本発明の請求項 記載の玄関の施工方法は、上記請求項 記載の玄関の防水構造を用
いたものであり、
　

　 上記第一の防水シート３の貼設とは別に、上記玄関内において、上記床体１０の
上面に上記第二の防水シート１１を貼設し、
　次に、上記第一の防水シート１０とドア枠４とが設けられた上記壁体２を、前記床体１
０に当接し、
　次に 第一の防水シート３と第二の防水シート１１とを溶着することを上記課題の
解決手段とした。
　上記構成によれば、上記請求項 記載の構成と同様の作用効果を得ることができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態の一例の玄関の防水構造及び玄関の施工方法を図面を参照し
て説明する。
なお、この一例は、本発明の玄関の防水構造及び玄関の施工方法を、上述のパネル工法に
よって構築される住宅の二階の玄関に応用したものである。
図１は、この一例の玄関の防水構造を示すものであり、図１を参照して玄関の防水構造を
説明する。
【００２３】
図１に示すように、この一例の玄関の防水構造には、玄関の開口部（図２に全体を図示）
１を有する壁体（図１において壁体の開口部の下枠部分となる下枠材２ｅだけを図示）２
と、上記壁体２の開口部１の内面の下側に貼設された止水プレート３と、玄関内の土間の
床のを形成する床体１０と、上記床体１０の上面に貼設された止水プレート１１とが備え
られている。
【００２４】
上記壁体２は、予め、工場において製造されるものであって、図２に示すように、開口部
１の左右に配置された壁パネル２ａ、２ｂと、これら壁パネル２ａ、２ｂ間の上部に掛け
渡された状態で配置される小壁パネル２ｃと、この小壁パネル２ｃの左右側縁部を下方か
ら支持するとともに、壁パネル２ａ、２ｂの開口部１側の側縁部に接合された方立２ｄ、
２ｄと、開口部１の下枠部分となる下枠材２ｅとからなるものである。
【００２５】
なお、上記壁パネル２ａ、２ｂ及び小壁パネル２は、壁体２の下部を上部が切断された状
態で図示した図３に示すように、矩形枠状の枠体ｗと該枠体ｗの両側面に貼設された面材
ｍ、ｍとからなるものである。また、枠体ｗの内部には、必要に応じて棧材（図示略）が
配置されている。また、壁体２は、住宅の二階の外壁となるものである。
上記止水プレート３は、柔軟性を有する合成樹脂からなるものであり、図３に示すように
、開口部１の内面の下側、すなわち、下枠材２ｅの上面と、方立２ｄ、２ｄの下端部の内
側の側面とが止水プレート３に被われるようになっている。
【００２６】
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４ １に
上記壁体２を予め工場において製造しておき、

この壁体２の上記開口部１の内面の少なくとも下部側に上記第一の防水シート３を上記
壁体２の正面側に回り込んで、上記開口部１の下部の正面側の周囲を被った状態で貼設し
ておくとともに、ドア枠４を設けておき、

一方、

、前記

１に



また、止水プレート３は、壁体２の正面側に回り込んで、開口部１の下部の正面側の周囲
を被った状態で貼設されるようになっている。
また、図１に示すように、止水プレート３と壁体２の開口部１の正面側のほぼ１／３の部
分が接着され、止水プレート３と壁体２の開口部１の内面の後面側のほぼ２／３が接着さ
れないようになっている。
【００２７】
これは、止水プレート３と壁体２の開口部１の内面の後面側の部分との間に、床体１０の
後述する床下地調整材１３が床体１０から延出した状態に配置されるためである。
そして、上述のように止水プレート３を貼設した状態で壁体２の開口部１の正面側の部分
に、ドアサッシのドア枠４が配置されるようになっている。
また、ドア枠４の下部が、上記壁体２の正面の開口部１の下側にアングル材５を介してビ
ス６、６により接合されている。
【００２８】
また、壁体２の正面側には、二階玄関のテラス（二階玄関に至る階段の踊り場）２０が接
合されている。
上記テラス２０は、テラス２０の壁体２側の側縁部を支持する受木２１と、該受木２１に
取り付けられた受金物２２と、受金物２２に接合された底板２３と、底板２３上に配置さ
れた中空セメント板２４と、図示しない外階段を構成する要素等からなるものである。
【００２９】
また、中空セメント板２４の上面のドア枠４側の側縁部と、ドア枠４の壁体２より外側に
突出した部分の下面との間には、図１に示すように、止水材２５、２６により止水処理が
施されている。
また、壁体２の開口部１の下側においては、壁体２の正面側に延出して配置された止水プ
レート３に重ねて水切り鉄板２７が配置され、壁体２の開口部１の下側の正面から受木２
１の上部が水切り鉄板２７に被われた状態となっている。
【００３０】
上記床体１０は、図１に示すように、床パネル１２と、該床パネル１２上に配置される床
下地調整材１３とからなるものである。
上記床パネル１２は、矩形枠状の枠体ｗと枠体ｗの上面に貼設された面材ｍとからなるも
のである。
また、床パネル１２は、上記壁体２の下側に配置される一階の図示しない壁体の側面に取
り付けられた図示しない受木に支持されるようになっている。
また、床パネル１２の上面が壁体２の下枠材２ｅの上面とほぼ面一になるように配置され
ている。
【００３１】
上記床下地調整材１３は、二層構造となっており、石膏ボード１３ｂ上に合板１３ａが配
置されている。
また、床下地調整材１３は。床パネル１２上に配置されるものであるが、床下地調整材１
３の壁体２側の側縁部が壁体２の下枠材２ｅ上に延出した状態となっている。
そして、床下地調整材１３の側縁部が下枠材２ｅと止水プレート３との間に配置されるよ
うになっている。
【００３２】
また、床下地調整材１３の上面には、その全面を被うように防水シート（塩ビシート）１
１が貼設されている。
そして、床下地調整材１３の壁体２の下枠材２ｅ上に載せられた側縁部においては、上記
防水シート１１上に壁体２側の止水プレート３が重ねた状態で配置され、かつ、止水プレ
ート３と防水シート１１が重なった部分が加熱処理されて、止水プレート３と防止シート
１１とが溶着されている。
【００３３】
従って、この一例においては、床下地調整材１３が壁体２側に延出していることにより、

10

20

30

40

50

(6) JP 3748290 B2 2006.2.22



床下地調整材１３の上面に貼設された防水シート１１が床パネル１２と壁体２とに跨って
配置された状態となり、防水シート１１が壁体２と床体１０とに跨って配置されているこ
とになる。
また、壁体２側のドア枠４と床下地調整材１３との間を壁体２と床体１０との境目と考え
れば、壁体２側の止水プレート３が床下地調整材１３の上面側に延出して床下地調整材１
３上の防水シート１１に重ねて配置されているので、止水プレート３が壁体２と床体１０
とに跨って配置されていることになる。
【００３４】
また、床体１０の上面に貼設された防水シート１１上には、玄関内の土間の床面を構成す
る床材としてテラスボード１４が配置されている。
また、上記防水シート１１の上面と、テラスボード１４の下面とには、それぞれに対応す
る位置に、面ファスナー（マジックテープ）１５ａ、１５ｂが接着されており、床体１０
に貼設された防水シート１１と、テラスボード１４とが面ファスナー１５ａ、１５ｂによ
り着脱自在に接合されている。
【００３５】
また、床体１０上に貼設された防水シート１１の上面の側縁部には、テラスボードのがた
つきを防止するために一種のスペーサとなるテープ１６が貼設されている。
また、上記テラスボード１４の壁体２側の端面は、上記壁体２に設けられたドアサッシの
ドア枠４の下部の背面に当接した状態で配置されている。
また、上記テラスボード１４の上面の壁体２側の側縁部には、端面と上面とに開口する切
り欠き部１４ａが形成され、該切り欠き部１４ａに目地モルタル１７が充填されて、ドア
枠４とテラスボード１４との隙間を塞ぐようになっている。
【００３６】
次に、上述のような防水構造を有する玄関の施工方法を説明する。
まず、壁体２は、基本的に工場で製造されることになり、図２に示すように、各壁パネル
２ａ、２ｂ、小壁パネル２ｃ、方立２ｄ、２ｄ及び下枠材２ｅが製造され、次いで、これ
らを互いに接合、連結することにより、玄関の開口部１を有する壁体２が製造される。
【００３７】
次に、工場等において、図３に示すように、壁体２の開口部１の内面の下部側に止水プレ
ート３が貼設される。
次に、図４、図５及び図６に示すように、止水プレート３が貼設された壁体２の開口部１
にドアサッシのドア枠４を取り付ける。
なお、図４及び図５においては、ドア枠４を切断した状態で、ドア枠４の一部だけを図示
した。
また、図５は、図４が壁体２を住宅の外側（正面側）から見た状態なのに対して、壁体２
を住宅の内側（後面側）から見た状態で図示した。
【００３８】
また、図５に示すように、止水プレート３と壁体２とは、壁体２の正面側の部分と、開口
部１の内面のドア枠４が取り付けられる部分だけが互いに接着され、ドア枠４より住宅の
内側の部分においては、壁体２と止水プレート３とが接着されていない状態となっている
。
【００３９】
そして、上記壁体２は、この状態で建築現場に搬送される。
従って、壁体２と床体１０とは、全く別個に独立して構築されることになる。一方建築現
場においては、周知のパネル工法により一階部分が構築されるとともに、上記床体１０の
床パネル１２を含む二階の床が構築される。
そして、この状態で壁体２が住宅に設置され、図７に示すように、壁体２と床体１０の床
パネル１２とが当接した状態に配置される。
【００４０】
次に、図８及び図９に示すように、床パネル１２の上面に石膏ボード１３ｂ及び合板１３
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ａからなる床下地調整材１３を設置する。
この際には、床下地調整材１３の側縁部を壁体２の開口部１内の下枠材２ｅ上に延出させ
た状態とする。また、止水プレート３の接着されていない部分を引き上げておくことによ
り、床下地調整材１３の側縁部が下枠材２ｅと止水プレート３とに挟まれた状態とする。
【００４１】
次に、図９に示すように、床下地調整材１３上に防水シート１１を貼設する。なお、防水
シート１１は、床下地調整材１３上だけではなく、玄関の内壁面の下部や、上がり框の側
面も一体に防水するようにその側縁部が立ち上げられた状態となっている。
そして、床下地調整材１３の側縁部上において、防水シート１１の上に止水プレート３が
重ねられた状態とされる。
なお、床下地調整材１３の側縁部上において、止水プレート３の上に防水シート１１が重
ねられた状態としても良い。
【００４２】
次に、止水プレート３と防水シート１１とが重なった部分を熱風等により加熱処理するこ
とで、止水プレート３と防水シート１１とを溶着する。
次に、図１に示すように、上記下地調整材１３上において、上記防水シート１１の上面の
所定位置に面ファスナー１５ｂを接着するとともに、上記下地調整材１２の側縁部の防水
シート１１上（止水プレート３が重なっている部分において止水プレート３上）にテープ
１６を貼設する。
【００４３】
次に、予め、下面に面ファスナー１５ａが取り付けられたテラスボード１４を床下地調整
材１３に載置することにより、面ファスナー１５ａ、１５ｂ及び防水シート１１を介して
、床下地調整材１３と、テラスボード１４とを接合する。
なお、テラスボード１４が面ファスナー１５ａにより着脱自在に床下地調整材１３に接合
されているので、テラスボード１４の交換、防水シート１１の補修等を容易に行うことが
できる。
【００４４】
以上のように、この一例によれば、玄関を構成する壁体２側の防水のための施工を、例え
ば、工場で行うようにし、玄関の床体１０側の防水の施工を現場で行うようにすることで
、玄関の壁体２と床体１０との防水の施工を個別に行うようにしても、壁体２と床体１０
との接合部において、止水プレート３もしくは防水シート１１が、壁体２と床体２０とに
跨って配置され、かつ、これらが溶着により一体にされるので、確実に玄関の下側を防水
することができる。
【００４５】
従って、玄関の壁体２と床体１０とで防水のための施工の開始時期を合わせる必要がなく
、玄関の下側を確実に防水するために、玄関の施工の作業効率が低下するのを防止するこ
とができる。
なお、この一例においては、玄関を有する建物を、二階に玄関を有してパネル工法で建築
されるものとしたが、玄関の床部分において床体１０と壁体２とが接合されている構造な
らば、どのような建物にも応用することが可能である。
【００４６】
【発明の効果】
　本発明の請求項１記載の玄関の防水構造によれば、壁体側の工事が床体側の工事より先
に施工されるもの、もしくは、床体側の工事が壁体側の工事より先に施工されるものとし
ても、一方の工事が他方の工事に追い付くまで他方の工事を中断する必要がなく、また、
壁体側から床体側もしくは床体側から壁体側に延出する一方の防水シートが壁体と床体と
に跨って配置され、かつ、第一の防水シートと第二の防水シートが溶着されるので、壁体
と床体とに跨る一体の防水層が形成されることになる。すなわち、作業効率を低下させる
ことなく、壁体と床体とに跨る一体の防水層を形成することができる。
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また、上述のパネル工法による住宅において、壁体側を壁パネルとして予め工場で製造



【００４７】
本発明の請求項２記載の玄関の防水構造によれば、二階に設けられた玄関内の土間におい
て、確実に防水性を確保することができるので、例えば、玄関内の土間に水を流して、玄
関内の土間を清掃するようなことが可能となる。
【００４９】
　本発明の請求項 記載の玄関の防水構造によれば、例えば、玄関内の土間となる床にお
いて、重量物を落としたりすることにより、床材が傷ついた場合に容易に防水シートに着
脱自在に接合された床材を取り外して、新しい床材と交換することができる。また、床体
上の第二の防水シートが耐用年数を超える使用により劣化した場合や、上述のように床に
重量物を落としたりした衝撃により第二の防水シートが破損したような場合に、上述のよ
うに床材を取り外して、容易に第二の防水シートの交換や補修を行うことができる。
　本発明の請求項 記載の玄関の施工方法によれば、上記請求項 記載の構成と同様の
効果を奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の一例の玄関の防水構造を示す要部断面図である。
【図２】上記例の玄関の防水構造における壁体を示す斜視図である。
【図３】上記例の玄関の防水構造における壁体、止水プレートを示す要部斜視図である。
【図４】上記例の玄関の防水構造における壁体、止水プレート、ドア枠を示す要部斜視図
である。
【図５】上記例の玄関の防水構造における壁体、止水プレート、ドア枠を示す要部斜視図
である。
【図６】上記例の玄関の防水構造における壁体、止水プレート、ドア枠を示す要部断面図
である。
【図７】上記例の玄関の防水構造における壁体、止水プレート、ドア枠、床体の床パネル
を示す要部断面図である。
【図８】上記例の玄関の防水構造における壁体、止水プレート、ドア枠、床体を示す要部
斜視図である。
【図９】上記例の玄関の防水構造における壁体、止水プレート、ドア枠、床体を示す要部
断面図である。
【図１０】上記例の玄関の防水構造における壁体、止水プレート、ドア枠、床体、防水シ
ートを示す要部斜視図である。
【符号の説明】
１　　　　玄関の開口部
２　　　　壁体
３　　　　止水プレート（第一の防水シート）
１０　　　床体
１１　　　防水シート（第二の防水シート）
１４　　　テラスボード（床材）
１５ａ　　面ファスナー
１５ｂ　　面ファスナー
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する際などに、壁体側に予め防水シートを取り付けた状態としても、上述のように高い防
水性能を確保することができるので、高い防水性能を確保した状態で玄関の現場施工の効
率化、省力化、期間の短縮を図ることができる。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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